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令和３年白老町議会定例会３月会議会議録（第６号） 

 

令和３年３月２３日（火曜日） 

   開  議  午前１０時００分 

   散  会  午後 ０時１８分 

                                         

○議事日程 第６号 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 議会運営委員会委員長報告 

第 ３ 行政報告について 

第 ４ 議案第２６号 令和２年度白老町一般会計補正予算（第１３号） 

第 ５ 議案第２７号 令和２年度白老町国民健康保険病院事業会計補正予算（第４号） 

第 ６ 議案第２８号 令和３年度白老町一般会計補正予算（第１号） 

第 ７ 議案第２９号 白老町課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

第 ８ 発議第 １号 白老町議会委員会条令の一部を改正する条例の制定について 

                                         

○会議に付した事件 

議案第２６号 令和２年度白老町一般会計補正予算（第１３号） 

議案第２７号 令和２年度白老町国民健康保険病院事業会計補正予算（第４号） 

議案第２８号 令和３年度白老町一般会計補正予算（第１号） 

議案第２９号 白老町課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

発議第 １号 白老町議会委員会条令の一部を改正する条例の制定について 

                                         

○出席議員（１４名） 

 １番 久 保 一 美 君       ２番 広 地 紀 彰 君        

 ３番 佐 藤 雄 大 君       ４番 貮 又 聖 規 君        

 ５番 西 田 祐 子 君       ６番 前 田 博 之 君        

 ７番 森   哲 也 君       ８番 大 渕 紀 夫 君        

 ９番 吉 谷 一 孝 君      １０番 小 西 秀 延 君       

１１番 及 川   保 君      １２番 長谷川 かおり 君       

１３番 氏 家 裕 治 君      １４番 松 田 謙 吾 君 

                                         

○欠席議員（なし） 

                                         

○会議録署名議員 

 ３番 佐 藤 雄 大 君      ４番 貮 又 聖 規 君 

５番 西 田  子 君   
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○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

     町 長    戸 田 安 彦 君 

     副 町 長    古 俣 博 之 君 

     副 町 長    竹 田 敏 雄 君 

     教 育 長    安 藤 尚 志 君 

     総 務 課 長    高 尾 利 弘 君 

          財 政 課 長        大 黒 克 已 君 

          企 画 課 長        工 藤 智 寿 君 

     経 済 振 興 課 長    冨 川 英 孝 君 

     農 林 水 産 課 長    三 上 裕 志 君 

     生 活 環 境 課 長    本 間   力 君 

     町 民 課 長    岩 本 寿 彦 君 

     建 設 課 長    下 河 勇 生 君 

     健 康 福 祉 課 長    久 保 雅 計 君 

     子 育 て 支 援 課 長    渡 邊 博 子 君 

     学 校 教 育 課 長    鈴 木 徳 子 君 

     生 涯 学 習 課 長    池 田   誠 君 

     病 院 事 務 長    村 上 弘 光 君 

     アイヌ総合施策課長    笹 山   学 君 

     消 防 署 長    早 弓   格 君 

     経 済 振 興 課 参 事    臼 杵   誠 君 

                                         

〇職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    高 橋 裕 明 君 

     主 査    小野寺 修 男 君 
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◎開議の宣告 

○議長（松田謙吾君） 本日３月23日は休会の日ですが、議事の都合により、特に定例会３月

会議を再開いたします。 

これより本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

                                         

◎会議録署名議員の指名 

○議長（松田謙吾君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第109条の規定により、議長において、３番、佐藤雄大議

員、４番、貮又聖規議員、５番、西田 子議員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

                                        

◎議会運営委員長報告 

○議長（松田謙吾君） 日程第２、議会運営委員長報告をいたします。 

議会運営委員会委員長から、３月19日に開催した議会運営委員会での、本会議の運営におけ

る協議の経過と結果について、報告の申し出がありましたので、これを許可いたします。 

議会運営委員会小西秀延委員長。登壇願います。 

〔議会運営委員会委員長 小西秀延君登壇〕 

○議会運営委員会委員長（小西秀延君） 議会運営委員長報告。 

 議長の許可をいただきましたので、３月19日に開催した議会運営委員会の経過と結果につい

て、ご報告いたします。 

 本委員会での協議事項は、定例会３月会議の運営に関する件であります。 

 ３月19日に町長の提案に係るものとして、令和２年度の一般会計補正予算１件、令和２年度

の事業会計補正予算１件、令和３年度の一般会計補正予算１件、及び条例の一部改正１件、計

４件の議案の提出がありました。 

 ３月19日に議案説明会を開催した結果、議案４件は本日の議題に供することとしました。 

 また、町の条例改正に伴い、白老町議会委員会条例の改正が必要となったことから、議会か

ら発議１号を提案することといたしました。 

 白老町議会委員会条例の一部改正の発議１件は、地方自治法第109条第６項及び白老町議会会

議規則第８条第３項の規定に基づき、議会運営委員長名で提出いたします。 

 これらの議会関係の議案についても、本日の議事日程といたしました。 

 以上、議会運営委員長の報告といたします。 

○議長（松田謙吾君） 議会運営委員長の報告がありました。 

 委員長報告に対し質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松田謙吾君） 質疑なしと認めます。 

 これで委員長報告は報告済みといたします。 
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    ◎行政報告について 

○議長（松田謙吾君） 日程第３、行政報告を行います。 

 町長から行政報告の申し出がありましたので、これを許可いたします。 

 戸田町長。 

〔町長 戸田安彦君登壇〕 

○町長（戸田安彦君） 令和３年白老町議会定例会３月会議の再開にあたり行政報告を申し上

げます。 

 白老町立国民健康保険病院における内科常勤医師の採用についてであります。 

 先の行政報告において、４月１日付にて内科常勤医師１名の新規採用についてお知らせした

ところでありますが、このたび、もう１名の内科常勤医師として、道外の民間医療機関に勤務

していた、内科医師谷藤壮光（たにふじたけひこ）氏を、４月１日付にて新規採用することと

いたしました。 

 本病院における谷藤医師の担当については、外来及び入院診療や各種健診等が主な業務とな

り、特に新型コロナウイルス感染対策における発熱外来対応や、今後、本格的に開始する新型

コロナウイルスワクチン接種業務に加えて、専門分野である老人医療に精通されていることも、

高齢者患者が多い本病院においては、即戦力として大いに活躍を期待するところであります。 

 ２年振りに常勤医師３名体制を実現できたことは、町民の皆様に安定した医療を提供するこ

とや、新年度の医療体制を編成する上で朗報となりましたが、慢心することなく、欠員となる

外科常勤医師の確保に向けて、引き続き、全力を挙げて取り組んでまいります。 

 なお、本３月会議には、引き続き議案４件の提案を申し上げておりますので、よろしくご審

議賜りたいと存じます。 

○議長（松田謙吾君） これで行政報告を終わります。 

                                         

    ◎議案第２６号 令和２年度白老町一般会計補正予算（第１３号） 

○議長（松田謙吾君） 日程第４、議案第26号 令和２年度白老町一般会計補正予算（第13号）

を議題に供します。 

 提案の説明を求めます。 

 大黒財政課長。 

○財政課長（大黒克己君） 議案第26号 令和２年度白老町一般会計補正予算（第13号）は、

次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３億4,790万6,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ136億9,790万9,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 
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 第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

 第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 令和３年３月19日提出。白老町長。 

 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○議長（松田謙吾君） 提案の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑があります方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松田謙吾君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松田謙吾君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第26号 令和２年度白老町一般会計補正予算（第13号）、原案のとおり決定することに賛

成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第２７号 令和２年度白老町立国民健康保険病院事業会計 

            補正予算（第４号） 

○議長（松田謙吾君） 日程第５、議案第27号 令和２年度白老町立国民健康保険病院事業会

計補正予算（第４号）を議題に供します。 

 提案の説明を求めます。 

 村上病院事務長。 

○病院事務長（村上弘光君） 議27－１をお開きください。議案第27号 令和２年度白老町立

国民健康保険病院事業会計補正予算（第４号）。 

 第１条 令和２年度白老町立国民健康保険病院事業会計の補正予算（第４号）は、次に定め

るところによる。 

 第２条 令和２年度白老町立国民健康保険病院事業会計予算、第３条に定めた収益的収入及

び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 科目、第１款病院事業収益、既決予定額10億5,852万6,000円、補正予定額1,600万円、計10億

7,452万6,000円。 

 科目、第２項医業外収益、既決予定額４億7,616万6,000円、補正予定額1,600万円、計４億

9,216万6,000円。 
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 第３条 予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる限度額を次のとおり補正す

る。 

 事項、財務会計システム等一式賃貸借、既決予定額522万4,000円、補正予定額マイナス522万

4,000円、計ゼロ円。 

 令和３年３月19日提出。白老町長。 

 よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（松田謙吾君） 提案の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑があります方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松田謙吾君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松田謙吾君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第27号 令和２年度白老町立国民健康保険病院事業会計補正予算（第４号）、原案のとお

り決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第２８号 令和３年度白老町一般会計補正予算（第１号） 

○議長（松田謙吾君） 日程第６、議案第28号 令和３年度白老町一般会計補正予算(第１号)

を議題に供します。 

 提案の説明を求めます。 

 大黒財政課長。 

○財政課長（大黒克己君） 議案第28号でございます。令和３年度白老町の一般会計補正予算

（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億1,400万6,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ104億3,400万6,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和３年３月19日提出。白老町長。 

 よろしくご審議のほどお願いいたします。 

○議長（松田謙吾君） 提案の説明が終わりました。 
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 これより本案に対する質疑を許します。質疑があります方はどうぞ。 

 ５番、西田 子議員。 

○５番（西田 子君） 15ページのプレミアム付商品券発行事業についてお伺いいたします。 

 これまで２回、これと同じ事業をされてきています。そして、その後、12月にも65歳以上の

高齢者の方にも商品券を配布しております。それで、今回またこのような形になるというのは、

過去において商品券を発行されてどのような効果があったのかというのがまず１点、今回のこ

の3,400万円は、それを誰からどのような形の要望が強かったのか。それでどのような効果が期

待されるのか。これについてもう少し具体的に説明をしていただければと思うのです。といい

ますのは、プレミアム商品券をやるのはすごくいいことだと思うのですが、ただ、前回も業者

が少ないとか、いろいろな意見があったものですから、その辺はどのように町として改善され

たのかも含めてお伺いします。 

○議長（松田謙吾君） 臼杵経済振興課参事。 

○経済振興課参事（臼杵 誠君） まず、これまでの商品券の事業効果でございます。令和２

年度におきまして、２回商品券事業を実施をいたしまして、まず特徴的だったこととしては、

コロナ禍ということで、感染予防意識の高まりから衛生用品の売上げが多かったというような

ことがあったり、ステイホームということで、お家時間というようなことでホームセンターと

かの使用実績が伸びたといったような、あくまで特徴ということですが、そういったようなこ

とになってございます。参加事業所に対するアンケート調査というのを毎回行っているのです

が、消費者の方々に商品券によって町内消費が活性化したかという問いに対しては、半数以上

の方がはいとご回答したことからも、町外への消費の流出に歯止めをかけるために一定の効果

があったものと認識をしております。また、同じくアンケート結果といたしましては、行く機

会のない、行ったことない店を利用したという回答が従前よりも増えておりまして、事業者の

方々にとりましては売上げの向上のみならず、新規顧客の開拓機会にもつながったものと捉え

てございます。こちらの商品券については、日々商工会と打ち合わせをしている中で、ぜひや

ったほうがいいのではないかというようなご意見をいただいているところです。あと、消費者

の方々のアンケート調査の結果などを踏まえまして、令和３年度においてもまだまだ新型コロ

ナウイルスの終息がいつになるか見えない中で消費喚起対策、町内でお金を循環させる対策と

して考えているところでございます。業者が少ないということにつきましては、今回につきま

しては、事業者数としては２回とも140者程度、店舗数にして160ぐらいの店舗、１事業者で２

店舗、３店舗持っているところもありますので、店舗としてはそのぐらいの企業さん、店舗さ

んが参加をしております。どうしても使われる店舗が均等ではないというようなところはあり

ますが、そこについては完全に均等にはなかなかなっていかないというところもあって、私ど

もとしても利用の多いところ、少ないところというのがどうしても発生してしまうというのは

認識はしているところでございますが、そこについて何らかの改善策があるのかどうか今後考

えていく必要があるのかとは思っております。 

○議長（松田謙吾君） ５番、西田 子議員。 

○５番（西田 子君） ありがとうございます。白老町民の方々もこれによって、事業者はも
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ちろん町民の方々も自粛、自粛とテレビでも言っていますがストレスたまってきて、どうやっ

て日々の暮らしに楽しみを持たせようかと思っている部分もありますので、この事業はぜひ活

性化していただければと思います。 

 それともう一つ、これには載っていないのですが、リフォームという部分は考えなかったの

かどうなのかというのが一つと、それと宿泊業者のほうの方々がＧｏＴｏキャンペーンはゴー

ルデンウィーク以降となっていますが、それまでの間の対策とかいうのはこの商品券だけでも

使えて何とかなりそうなのか、その辺白老の事業者の方の経済的状況をお伺いして私の質問の

終わりとします。 

○議長（松田謙吾君） 冨川経済振興課長。 

○経済振興課長（冨川英孝君） まず、リフォームの考えでございます。リフォームにつきま

してもいろいろと検討したのですが、現在リフォームを行うことが換気システムですとか、そ

ういった部分の対応するというようなことであればいいのですが、一般的な屋根、壁の改修だ

とか、そういった部分については今できる人、できない人というような部分も含めて、今やる

ことというのが適切な時期ではないだろうというようなことで、今回はリフォームについては

実施は見送っているというような状況になってございます。 

 それから宿泊ですとか、ＧｏＴｏトラベルの関係につきましては、ＧｏＴｏトラベルが再開

するまでの間というようなご質問でございましたが、先ほどの令和２年度第13号の補正で繰越

明許費のほうに、しらおい観光満喫割事業というようなところで3,500万円強の事業を990万円

上乗せして、事業を改めて新年度に適切な時期に行おうという考えで今いるというようなこと

でございます。 

○議長（松田謙吾君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松田謙吾君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松田謙吾君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第28号 令和３年度白老町一般会計補正予算（第１号）、原案のとおり決定することに賛

成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎議案第２９号 白老町課設置条例の一部を改正する条例の制定に 

            ついて 
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○議長（松田謙吾君） 日程第７、議案第29号 白老町課設置条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題に供します。 

 提案の説明を求めます。 

 高尾総務課長。 

○総務課長（高尾利弘君） 議29－１をお開きください。議案第29号 白老町課設置条例の一

部を改正する条例の制定についてでございます。 

 白老町課設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 令和３年３月19日提出。白老町長。 

 改正条文の朗読は省略させていただきます。 

 議29－３をお開きください。附則です。 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （白老町地方港湾審議会条例の一部改正） 

 ２ 白老町地方港湾審議会条例（昭和58年条例第30号）の一部を次のように改める。 

  第７条中「経済振興課」を「産業経済課」に改める。 

 次のページ、議案説明です。現下の社会情勢や多様化する行政課題に的確に対応しつつ、政

策及び意思決定を効率的かつ柔軟に進めるとともに、組織間の連携及び調整をより迅速かつ円

滑にし、第６次白老町総合計画、並びに行財政改革推進計画を着実に推進する体制を確立する

ため、令和３年度から段階的に組織機構改革を実施することから、本条例の一部を改正するも

のである。 

 よろしくご審議お願いいたします。 

   

白老町課設置条例新旧対照表 

改正前 改正後 

（課の設置） （課の設置） 

第１条 略 第１条 略 

総務課 総務課 

財政課 企画財政課 

 政策推進課 

税務課～生活環境課 略 税務課～生活環境課 略 

企画課 産業経済課 

アイヌ総合政策課 削る。 

経済振興課 削る。 

農林水産課 削る。 

建設課 建設課 
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（事務分掌） （事務分掌） 

第２条 略 第２条 略 

総務課 総務課 

(1)～(6) 略 (1)～(6) 略 

 (7) 交通安全に関する事項 

 (8) 防犯に関する事項 

(7) 情報化の推進及び管理に関する事項 (9) 情報化の推進及び管理に関する事項 

(8) 行政運営の総括及び調整に関する事項 削る。 

(9) 重要政策課題の特命に関する事項 削る。 

(10) 行財政改革の推進に関する事項 削る。 

(11) 行政評価及び事務改善に関する事項 削る。 

財政課 削る。 

(1) 予算その他財務に関する事項  

(2) 契約に関する事項  

(3) 公有財産に関する事項  

 企画財政課 

 (1) 町政の総合企画及び事業の調整に関す

る事項 

 (2) 基本構想及び総合計画に関する事項 

 (3) 統計に関する事項 

 (4) 広報広聴に関する事項 

 (5) 予算その他財務に関する事項 

 (6) 契約に関する事項 

 (7) 公有財産に関する事項 

 (8) 行財政改革の推進に関する事項 

 (9) 行政評価及び事務改善に関する事項 

 政策推進課 

 (1) 重要政策課題の特命に関する事項 

 (2) 地域の活性化に関する事項 

 (3) 都市政策に関する事項 

 (4) アイヌ施策に関する事項 

税務課 税務課 
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(1)～(2) 略  (1)～(2) 略 

 (3) 未収債権の管理に関する事項 

町民課～高齢者介護課 略 町民課～高齢者介護課 略 

生活環境課 生活環境課 

(1) 略 (1) 略 

(2) 交通安全に関する事項 (2) 町民活動及び町内会に関する事項 

(3) 防犯に関する事項 削る。 

(4) 環境衛生、環境保全及び清掃に関する事

項 

(3) 環境衛生、環境保全及び清掃に関する

事項 

企画課 削る。 

(1) 町政の総合企画及び事業の調整に関す

る事項 

 

(2) 基本構想及び総合計画に関する事項  

(3) 統計に関する事項  

(4) 広報広聴に関する事項  

(5) 町民活動及び町内会に関する事項  

(6) 地域の活性化に関する事項  

アイヌ総合政策課 削る。 

(1) アイヌ施策に関する事項  

(2) 象徴空間の開設準備に関する事項  

(3) 象徴空間による地域活性化に関する事

項 

 

経済振興課 削る。 

(1) 観光に関する事項  

(2) 商業及び工業に関する事項  

(3) 労働行政に関する事項  

(4) 企業誘致に関する事項  

(5) 港湾に関する事項  

農林水産課 削る。 

(1) 農畜産業及び水産業に関する事項  

(2) 林業及び緑化に関する事項  

 産業経済課 
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 (1) 観光に関する事項 

 (2) 商業及び工業に関する事項 

 (3) 労働行政に関する事項 

 (4) 企業誘致に関する事項 

 (5) 港湾に関する事項 

 (6) 農畜産業及び水産業に関する事項 

 (7) 林業及び緑化に関する事項 

建設課 建設課 

(1)～(4) 略  (1)～(4) 略 

(5) 象徴空間周辺整備に関する事項 削る。 

 

 

○議長（松田謙吾君） 提案の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑があります方はどうぞ。 

 ２番、広地紀彰議員。 

○２番（広地紀彰君） ２番、広地です。今回の組織機構改革に基づいて課設置条例が上程さ

れたわけですが、そこについて何点か質問していきたいと思います。 

 まず、今回、部門制を取るということがありまして、これについては私なりに理解しました。

というのは、この部門内の課の中での連携を図られるのかだとか、あと今回も課や室が大分整

理をされたと。そういった部分の人口減少を見据えた形のスリム化的な、より効率的な組織づ

くりをねらったのかと感じていますが、この部門別にした意図は町側としてはどのようにお考

えなのか伺いたいと思います。 

 また、一つ気になったのが、企画課と財政課の統合なのです。ここの機構改革に目指す組織

とありまして、この機構改革によってどういう姿に変わるのかということが明記されているこ

とはいいと思います。ただ、ここでいわゆる財政というのは財政規律を守りながら、例えがい

いのかどうか分からないですが、政策課題に対してある程度、財政規律をかけていくといった

立場、いわゆるブレーキ的な部分と、あとは企画課は将来のまちづくりの像を見据えて事業を

推進していく立場にあるのかと解釈しているのです。そういった部分が合体するというのは、

言い方は悪いのですが権限が一つに集中してしまわないのかと心配をしているのですが、その

辺りはどのように整理をしていこうとしたのかどうか。 

○議長（松田謙吾君） 高尾総務課長。 

○総務課長（高尾利弘君） まず今回、全部署の職員が常に白老町の未来を考えてしなければ

ならないという意図のもと、部門については部の設置によって大きな目的は、情報共有だとか、

連携、協力体制をしっかり整えながら、あと意思決定過程を部門の内部、それと部門間でしっ

かり段階的に進めていくというような形で、そういった意思決定過程をスムーズにするという

のがまず１点と、あとそのことによって連携、調整、あと協力体制の強化を図っていきたいと
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いうことが大きな考え方でございます。 

 あと、企画と財政なのですが、今回企画課と財政課を統合して、それからあと総務課から行

財政改革の推進というものを含めまして、総務課からは行政評価だとか、行政改革の推進とい

ったものの事務分掌も取り入れたところでございます。権限が集中するのではないかというよ

うな懸念もお話されておりましたが、こちらについては企画担当が施策の推進、財政担当が財

政規律の遵守と、そういったようなアクセルとブレーキの関係が一緒になっていいのかという

ところもあると思うのですが、そういった部分についてはこれまでのそういう考え方ではなく、

企画担当、財政担当、行財政改革の担当がそれぞれ財政規律の遵守ですとか、事業の選択、集

中という、その双方に高い認識を持ちながら、相乗効果を発揮して、限られた財源の中でより

効果的に事業を選択していくというような形を進めていくという考え方で、このたびは企画と

財政、行革の部分を統合させていただいたというような考え方でございます。 

○議長（松田謙吾君） ２番、広地紀彰議員。 

○２番（広地紀彰君） ２番、広地です。企画と財政の件ですが、考え方としては分かりまし

た。具体的な話で、上程した資料を見ると、課のことは書いているのですが、グループの関係

もおそらく整理しているのかと感じていました。例えばですが、地域振興にかかわる部分は政

策推進のほうにいって、管理系のほうが財政のほうに移ったりだとか、こういった関係で企画

はそっくりそのまま財政のほうに移るわけではないのかと文言で見てとれるのですが、その辺

り企画、財政の考え方、まずそこら辺のグループ制も含めた部分も含めてどういうような仕立

てになっているのかどうかについて。 

 それと、あともう一つ理解をしていかなければいけないと感じたのは、政策推進課と企画財

政課の役割なのです。片方は企画が入っていて、そこはそのグループどうのこうのというとこ

ろで整理できているのかもしれませんが、政策推進課のほうも重要政策課題や地域の活性化に

関する事業は推進をしていくといった立場で書かれています。また一方で企画は企画として財

政のほうに合体していくと。その辺りの整理と、その狙い、どのようにお考えか。 

○議長（松田謙吾君） 高尾総務課長。 

○総務課長（高尾利弘君） まず関連はしてくるのですが、企画の今回グループの、現在企画

グループが持っている所管のものについては企画財政課に所管替えをして、地域振興グループ

が持っているものについては政策推進課のほうに持っていくというような形になってございま

す。こちらの意図としては、その政策推進課の設置目的にもなるのですが、政策推進課では事

務分掌から見て、まず重要施策の課題の特命に関する事項ということで、スポーツ合宿の誘致

だとか、病院改築の推進といったもの。それとあと地域活性化に関する事項としては、今地域

振興グループでもっている協働のまちづくりの推進ですとか、多文化共生の推進、それとあと

地域公共交通の再編の作業を今しているというものでございます。そういったものを、そうい

う重要事項だとか、喫緊に解決しなければならないものに特化したという形での政策推進課と

いう位置づけを設けさせていただきました。逆に企画財政課につきましては、総合計画に関す

る部分ですとか、従来もっていました広報広聴に関する部分、あと財政と若干かぶるというか、

今事業費だとか、予算の関係の部分では若干一体となってやっている部分も既にございますの
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で、そういったどちらかというと通常、毎年度実施していくというような取り組みについての

ものを集約したというような考え方で進めておりまして、部門を設けていますので、こちらお

互いに部門内での話し合いだとか、そういうものをお互い進めながら、総務課も同じ部門なの

ですが、人とお金をどうやって使っていくかということを全体として取り組みを総合計画です

とか、行財政改革の推進を進めていきたいという考え方でございます。 

○議長（松田謙吾君） ２番、広地紀彰議員。 

○２番（広地紀彰君） ２番、広地です。最後に、機構改革により目指していく組織のあり方

の中で、ここに３点、説明資料にありますが、これが実現できればいいと考えています。ただ、

これが今回の機構改革によって、やはり一歩前に進むのかどうか問われなければいけないと考

えています。まず企画、財政については分かりました。管理部門的な部分は財政のほうに移し

ながら、まちの振興にかかる件は政策推進のほうが担っていくと。これはどちらもいってしま

うのは私もどうなのかと思ったのですが。今、高尾総務課長の答弁でなるほどと思ったのが、

例えば病院改築の推進だとか、様々な大型の行政課題をどうスピード感を持って推進していく

のかといった部分、それが今、財政健全化計画から財政健全化プログラムがあって、さらに財

政健全化プランがようやく終わって、財政健全化法に基づく、いわゆる財政健全化計画ではな

いと、今回の行財政改革推進計画は位置づけられています。本当に久しぶりに私たちのまちが

財政健全化というところが一つプランを、一部では将来負担比率だとかは想定以上の形で終わ

ることができました。そうしたまちが今後何をしていくべきかという中で、私はやはり様々な

課題を推進していくべきだと思うのです。なので、私はこの政策推進課と、あえて政策課では

なくて政策推進課と名づけたことには多分、意図があるのだろうと捉えていました。こういっ

た様々な重要政策課題をどうやってスピード感を持って解決を図っていくのか。そこに政策推

進課のおかれた意味があるのかと考えていますが、最後にその政策推進課のあり方について伺

って終わりにします。 

○議長（松田謙吾君） 戸田町長。 

○町長（戸田安彦君） 組織機構の話なので私からお話したいと思います。今、担当課長と広

地議員の間で１点、２点答弁したのですが、分かりやすくお話をします。今回の組織機構で財

政と企画と政策推進という形なのですが、私も職員から説明されてそうだと思ったのが、企画

財政課は財政と企画の部門の管理部門を担うと。そして政策推進課というのは、事業部門を担

うというのが分かりやすい説明かと思っております。最後の広地議員の質問でありますが、今

までやはり財政健全化プランを進めていた中で、どちらかというとブレーキが強い政策という

か、まちづくりを進めてきました。庁内でもいろいろな議論はあったのは事実でありますが、

これからはアクセルとブレーキのバランスをきちんと持っていかなければならないと考えてい

ますし、まずこれから起きる人口減少に対応した行政組織の見直しということで、毎年毎年で

はないのですが、数年をかけて行政組織をきちんとしたピラミッドをスリム化していかなけれ

ばならないと考えております。その中でもきちんと連携を取るために部門制を置いて、課も少

しずつ少なくしていくというような考えでありまして、政策推進課の推進という言葉はまさし

く、これから今までなかなか財政等々課題があって進められなかった部門を、全てできるとは
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思っておりませんが、なるべく将来のまちづくりにつながるような大きな政策等々も進めてい

きたいと考えて政策推進課という名称にさせていただきました。 

○議長（松田謙吾君） 10番、小西秀延議員。 

○１０番（小西秀延君） ただいま同僚議員のほうから事務分掌について詳しい質問がござい

ましたので、また違う観点から質問させていただきたいと思います。 

 この議案について、もちろん議案説明にありますとおり総合計画、スリムな行政を目指すと。

また、行財政改革計画では大課制、グループ制をうたっておりまして、それがこの第一弾なの

かと考えますが、大きく今後の進め方についてお考えがありましたらお示しいただければと思

います。 

 そしてもう一つ、今、人口減少の中、職員の数が大変減少してきております。それはもう必

然のことだと思います。その中にあって、職員の時期的業務の平準化というような考え方がこ

の中にあるのかと思いますが、その職員個人個人、忙しければ、そうでもないときもあります。 

 それがこの大グループ化、大課制ということで、それがお互いをかばえ合える組織というの

はこれが目指しているところなのかという１点の要因かと思いますので、そのお考えを伺いま

す。 

 そして最後もう一つ、従来組織の行政の組織では、縦割り行政というのが大変、これが町民、

また行政を利用する方にとって不都合が大きいデメリットだといわれておりましたが、この大

課制というのは、これが抜本的に改革できるということではないのでしょうが、これが縦割り

行政という考え方についての一つの物に対して緩和ができるという想定もされているのかどう

なのか、その辺のお考え方をお伺いしたいと思います。 

○議長（松田謙吾君） 高尾総務課長。 

○総務課長（高尾利弘君） まず１点目、今後の進め方ということです。説明会でもお話しま

したように、これは令和３年度から令和10年度まで８年間の行財政改革推進計画に位置づけて

進めるものでございます。基本的には、このたびも内部的にはいろいろ議論させていただいた、

いかに事業が円滑に進むかという中で、やはり部制ですとか、理事を導入するだとかというこ

とも議論としては考えましたけれども、そういった部分では今後もそういった検討を進めなが

ら、いかに課題を迅速に円滑に事業が進むかという考え方の中で、組織のあり方についても部

制なり、副町長の複数体制がどうなのかということなども検討しながら、大課制の推進に向け

て進めていきたいと考えております。 

 あと、時期的な平準化という意図なのですが、もちろんそういった繁忙期がある職場だとか、

そういうものもございまして、実際そういう組織全体というよりも、その部分に関して言うと、

やはりグループ制ですとか、応援体制をしっかり整えていくという部分でございます。様々い

ろいろな課題を抱えている中で、一時期に比べて職員が減少している中で、まだ課の数が大き

く変わらなかったり、グループの数も多くなったりという現状としてはそういった事実がござ

いまして、そういう中においてやはり働き方改革といいますか、そういう視点も持ちながら職

員が能力などを発揮できる、そして意欲を持って能力を発揮できる組織づくりをしていかなけ

ればならないという意図のもと、そういったグループ間のやり取りだとか、応援体制、そうい
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うことも視野に入れながら大課制に向かって進めていきたいという考え方でございます。 

 それと３番目も交えて話をしましたけれども、今言ったように大課制については、そういっ

た様々な課題、例えば業務量が非常に多くて一人の人に業務量が固まるというところが、全て

ではないのですが、そういうところも見られたり、なかなかそうなってしまうと休みたくても

休めないだとか、そういったものが出たりだとか、あとちょっとひどくなると実際にメンタル

的なものが発症するというような実態もございますので、やはりこれは先ほども言いましたよ

うにお互いに助け合いだとか、協力し合える組織というものが必要になってくるのかと考えて

います。 

○議長（松田謙吾君） 10番、小西秀延議員。 

○１０番（小西秀延君） まず一つ目答弁いただきました、これからの進め方、考え方につい

てです。職員さん個人個人の能力がきちんと発揮できるような組織改革ということで、高尾総

務課長のほうから部制というお言葉も出ました。今回は部門制という形になっているのかと思

いますが、将来的にはやはり部制、それもどうなのかと検討していくべき一つの課題なのでは

ないかと私も理解しております。ぜひとも８年間、今計画を立てたところでございます。中間

年では検証するというシステムになってございますが、その都度、ある程度一定の評価をしな

がら、またこの機構改革は進めていくべきなのかと。一度に全部変えていくというのは、組織

といえども人だと私は考えておりますので、その点では８年間じっくり考えて、どういう形が

町民に対して素晴らしい行政システムを構築できるのか。そして職員さんが能力を発揮できる

のか。その辺をきちんと検証しながらゆっくりと進んでいただければという個人の感覚を持っ

ております。その点を１点質問いたします。 

 また、今回のこの大課制、大グループ化制が業務の平準化ということで、お互いをかばえ合

える組織ということで、私はこういう形がやはりこれからの行政の形になっていくのではない

かと思っております。当然、職員さんの数も減少してくるという形になりますので、手の空い

ている方は本当に隣の職員さんを手伝ってあげる、いろいろな形が取れるというようなことが

他の市町村を見てもそういう時代にきたのだと感じているところでございます。これからます

ます白老町の人口は減少していきます。その中にあって、ここは強く進めていくべきかと思っ

ております。どこを早く進めて、どこをゆっくり進めるかという考えもあろうかと思いますの

で、ここの考え方についてももう一度お伺いしたいと思います。 

 それと縦割り行政の件ですが、組織が大きくなれば専門性が崩れるという方もいらっしゃい

ますが、やはり組織が大きくなるということでは今回ないのかと私は理解しているのです。何

せ組織自体は小さくなりますので。ただ、課の中の役割は広がるということでございます。そ

うすれば全部の縦割りの解消ができるとは思ってもいませんが、大きくはありませんが、これ

が緩和になっていくと。担当者がいろいろなことを知っている。そういうことに関しては、対

応能力が高まるのではないかと思っておりますので、その辺まとめて最後にこの組織機構の全

体的な、今質問した進め方をお聞きしながら、最後の質問としたいと思います。 

○議長（松田謙吾君） 古俣副町長。 

○副町長（古俣博之君） それでは小西議員のほうからありました、最初にありました今後の
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進め方、それから職員の業務の平準化、それから従来の縦割り行政のあり方からの緩和、それ

らを含めて、二つ目の質問を含めて、今回の機構改革の全体的な部分についての答弁をさせて

いただきたいと思います。 

 人口減が進む、これは事実といいますか、そういう状況が今社会状況の中で大きく進んでお

ります。ただ、人口が減になったからといえ、町民サービスがその分きちんと、その人口減の

割りに合わせて減になっていくかというと、なかなかそう簡単にはいかないだろうと。まして

やその行政サービスの質の問題が今度は、量の問題だけではなくて質の問題が問われてくる。

そういう中で、役場としてどういうような組織体制を持ちながら町民への行政サービスに対応

していくか。そして、それも持続可能な本当に行政サービスとしてつないでいくためには、や

はり職員の組織のあり方が問われるのではないかと、まずは基本的にはそういう押さえであり

ます。そういう中でやはりこれまでの課の中でも職員の皆さんがそれぞれ本当に一生懸命頑張

って自分の職務を遂行をしてきてくださっていますが、もっともっと幅広く横のつながりを強

化していかなければ単純には縦で仕事だけをしていては、先ほど前段に言ったような行政サー

ビスの質的なところにはなかなか広がっていかないだろうと。ましてや職員数も少なくなって

いく中で、一人の職員が持つ仕事量を今までのような形だけでは抱えきれない部分があると。

それをお互いに支えあう横の広がりを強化していかなければならないと。そういうところが二

つ目に大きくあります。そういう中で職員同士が本当に今までのグループ制も本来の形であれ

ば、お互いがお互いに助け合うとか、協働の仕事をしていくことが大事であったわけですけれ

ども、正直なところなかなかそうはいかない部分が多々ありました。そこのところをもう少し

広がりを持ちながら、組織をつくる中でお互いの持ち分をお互いに交互に助け合いながら進め

ていくことが大事にしていかなければならないし、そのことによって業務の平準化にもつなが

ってくるのではないかと考えております。 

それから、将来的な進め方でございますが、今回もいろいろと検討を内部ではしました。も

ちろん理事者の中でもかなり議論をして、まずは今第一段階としてやれるところは、これまで

も議会の皆様方からもご指摘があったように、政策的な課題に対する迅速化といいますか、そ

れとしっかりとした政策に対するつくり方をいかにつくり出していくかということで、まずは

総務、それからこれまでの企画等を含めて、どういう形があればいいのかその辺のところ、そ

れからこれからの地域振興を考えていったときに、産業もそうですけれども、どういう組み立

てが必要なのか。課としてのあり方が必要なのか。そういうような観点でまず第一段階、今回

の組み方に提案として出させていただいております。ですから、先ほどもありましたように、

財政と企画のアクセルとブレーキの関係も非常にこれは内部でも議論になりました。本当にこ

れまでの役場の状況の中でも、そういう悪しき部分もあったという事実も聞いております。で

すから、そこのところは本当に単純なる合体であっては決してだめだということは重々押さえ

ながらも、要は簡単に言えば何をやるかということに対して、どういうお金を使っていくかと

いうような辺りのところをしっかりまた持たないと、なかなか上手に政策的な部分が迅速につ

くられていかないと。そういうようなところをしっかり持つためにも、今回企画のところを分

ける形で、実際的にはまずは管理部門、企画の管理的な部分については財政との組み合わせを
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して政策づくりをしていく。それから政策推進のほうでは、現実的に実際的に今、町として、

まちとしてやらなければならない課題の遂行、推進を政策推進課で図っていくと。そういうこ

とでの今回のまず一つの組み方でございます。今後、この間の代表質問だとか、一般質問の中

にもありましたけれども、福祉部門においてもやはり一つの窓口といいますか、実際的な業務

のまとめ方を含めてやらなければならないところはあると思っています。そういうことも十分、

今回も話は出て議論にしております。それから、実際にはこれから数が少なくなってくる中で

の組織のつくり方としてピラミッド的な部分を考えていったときに、副町長制も今２人制の在

り方についても、やはりそれらと同様にこれからの政策的な遂行の迅速化を含めて、どうして

いくべきなのか、それは十分検討を今後図っていきたいと思っております。 

○議長（松田謙吾君） ほかに質疑のあります方はどうぞ。 

 ４番、貮又聖規議員。 

○４番（貮又聖規君） ４番、貮又です。私からは３点です。まず一つは、先ほど令和３年度

の補正予算、これは可決されたところでありますが、新型コロナウイルスに係る臨時交付金事

業、そういったような大型事業等を抱える中で、まず一つはそういった状況の中で今回４月１

日、こういった機構改革に踏み切るというところでいくと、町民の皆様への、要は行政サービ

スの停滞等、こういった部分は私心配するのですが、その辺についてのお考えが一つです。 

 それから２点目なのですが、この組織機構の部分でいくと、同僚議員のほうからも質問があ

りましたけれども、段階的に進めるというところもありました。ただ、私はこの組織機構は行

財政改革推進計画、これはすなわち８か年の計画、令和10年が一つの目標になって、そこが目

標になるわけでありますが、先ほど来いろいろと説明がある中で内部の中での議論は重ねたと

いうところでいきますと、今後人口減少に伴って職員数も減る、それはもちろん分かるのです

が、ただ、それとはまた一方では例えば福祉や子育て、それから芸術、文化におけるＮＰＯや

各種関係団体、こういった皆様との協働によるまちづくりをすることによって、いかに今まで

職員の皆様が抱えていた部分をそういった協働のまちづくりで進めていくか。すなわち今まで

抱えていた業務を見直していく、外部に出していくですとか、そういったようなところももち

ろん必要になると私は考えます。そういったところが段階的に、もちろん令和10年度の組織の

あるべき姿、そこには業務のあるべき姿、それから町民の皆さんとの協働のまちづくりのある

べき姿、これがあると思うのです。ここの部分がきちんとあるのですというところを確認させ

てください。 

 それから３点目です。今回の事務分掌の変更で、私が気になるのが、アイヌ総合政策課が統

合により政策推進課ということになると。我がまちの強みはアイヌ文化政策、これが強みであ

ると。このたび町長の執行方針、これはアイヌ新法踏まえてアイヌの施策も観光から複合的な

取り組みをしなければならないといった中で、ウポポイがある本町として、このアイヌ総合政

策課の役割というのは国に対してもそうですが、対外的にも大きな強みがあったのではないか

と私は理解しますが、その辺のお考え、まずその部分を３点お伺いいたします。 

○議長（松田謙吾君） 高尾総務課長。 

○総務課長（高尾利弘君） まず１点目の行政サービスへの影響がどうなのかというお話でし
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たけれども、先ほどお話にも出ましたけれども、今回第一弾として実施するというものでござ

いまして、基本的にはそういった大きく変えてしまったときに、どのような町民への影響とい

うことも踏まえながら、要するに町民への影響ですとか、組織、職員への影響というものを考

えながら、このたびは一気に大きな大課制の推進だとか、そういうことは避けて、そういう形

で進めさせて順次、段階的に進めさせていただくという考え方で進めていきたいと考えてござ

います。 

 それと次に、職員数が減る中で外部委託ですとか、それによって協働のまちづくりの視点が

必要ではないかということで、従来から私たちのまちは外部委託がほかのまちよりも振興セン

ターがあるなどのことで、意外とほかのまちよりも外部委託が進んでいるというような状況が

ございまして、そういったものを行財政改革推進計画の説明の中でも、個別にはお話しません

でしたけれども、大きくは民間委託の推進と。その中には細かな、貮又議員がおっしゃったよ

うなそういった文化ですとか、住民活動が盛んな部分で住民の能力を遺憾なく発揮していただ

けるような外部委託も含めて、外部委託の推進を進めることによって行政と民間の相互に活力

が増すような、取り組みは今後も行財政改革の取り組みの中の大きな柱になってございますの

で、そういったものについても進めていかなければならないという考えでございます。 

 それと事務分掌の変更の部分で、アイヌ総合政策推進課が企画課のほうに統合されて室にな

るということで、現在アイヌ推進については、今回政策推進課のほうに統合するわけなのです

が、先ほど来言っているように政策推進としてやはりうちのまちにとっては１番大事な部分で

ございますので、ここは室という形で残させていただいて、今回特にアイヌの基本方針の見直

しだとか、そういう作業を進めていくということを進めております。それについてはアイヌ政

策推進室だけで考えるのではなくて、やはりそこは政策の部分で一体となって考えながら進め

ていくというようなやり方で、アイヌ政策については今後も引き続きしっかりと進めていかな

ければならないという考えに変わりはないということで押さえていただければと思います。 

○議長（松田謙吾君） ４番、貮又聖規議員。 

○４番（貮又聖規君） ４番、貮又です。まず、この機構改革のこれからの進め方です。一気

に進めるというところは、逆に一気に進めることではないという私の思いです。それは一つ、

この行財政改革推進計画の調査特別委員会、議会のほうからも意見として出させていただきま

したけれども、その組織機構改革による効率的な組織づくりの推進は方向性だけが示されてい

るが、要は具体的な内容である体制づくりは時間をかけて検討すべきであるという意見を出し

ているので、一気に進めることには賛成なわけではもちろんないわけです。ただ、その中で私

は内部での議論は本当に大変深められたというところは評価いたしますが、やはり議会側との

議論です。そういった部分は少し不足したのかと私は考えております。その中で、いずれにし

てもこの具体的な内容である体制づくりが、令和10年までにどう段階を踏んで見えていくかと

いうところがなかなかなければ議論にならないのかと。要は、今、町のほうは内部で考えてい

るからという、そこの形はあるのでしょうけれども、そこをいかに共有する。それはやはり職

員の皆さんもそうですが、皆さんそこを共有しなければ一つ進んでいかないのかという気がし

ておりますので、その部分についてお伺いします。この機構改革は、４月１日にこだわらなく
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ても私はよかったのかと感じております。過去には８月の機構改革もありましたし、私は今新

型コロナウイルスの重大な時期に、重複になりますが、そういった大きな事業も抱える。それ

からこの４月というのは、例えば税務ですとか、高齢者介護ですとか、そういう納付書を作業

するところは大変忙しくて、さらに４月１日の人事異動に伴って職員の皆さんのかなり業務量

が増えるのではないかと私は心配しておりますが、まずそこの部分。そしてアイヌ政策課の関

係は分かりましたが、私は一つここには重みがあると思うのです。というのは、やはり白老町

として、これはずっと私も言っていますが、全国の自治体としてウポポイを抱える、そしてア

イヌ文化を継承、発信する我がまちにおいて、これはやはり大義あるまちづくりが必要になり

ますので、そこにはやはりアイヌ政策課というところは必要なのかと思いました。それは総務

課長のご答弁いただきましたからまちの考えは分かりましたが、私の思い的にはそういうとこ

ろがありました。いかがでしょうか。 

○議長（松田謙吾君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時０６分 

                                         

再開 午前１１時２０分 

○議長（松田謙吾君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 高尾総務課長。 

○総務課長（高尾利弘君） それではまず１点目の今後の進め方にも関係してくると思うので

すが。先ほど来、８年間かけて段階的に進めるということで、大きくは今回でも話には出てい

たのですが、例えばそれぞれの今部門に分けた中で、部門ごとに本当にこの構成でいいのかだ

とか、そういうもの。グループに関しても、このままでいいのかということを、これはこちら

については労使間の交渉というか、そういう職場間、あと労使との間の関係も含めて見直しを

進めていかなければならないということで考えておりまして、最終的には大課制の推進という

意味では大きく民間委託の推進状況だとか、もっと人数が減ってきた中でどう進めたらいいの

かということも含めて、先ほど来言いました副町長だとか、部長制だとかということも含めて、

並行して検討していかなければならないということで、最終的には大きくもう少し少ない、今

は教育委員会だとか、会計室だとか、議会を除いて４部門12課編成になってございますが、そ

れについては大きなくくりで今後進めていかなければならないのかと、今視点で、これはきち

んとお互い検討を進めながら労使間、職場間を含めて意見をいただきながら進めていかなけれ

ばならないと考えてございます。 

 それと、４月にこだわらなくてもよいということがございました。確かにいろいろ時間がか

かった中でなかなかすぐ決まらなかったという現実もありまして、そういったように６月にす

るのがいいのか、７月にするのかということも中では話はあったのですが、やはりこの機構改

革については元来総合計画ができた、要するに町長が改選したときから、その推進体制をきち

んとつくらなければならないということで、かねてから組織ヒアリング等をしていった中で進

めてございますので、なかなか後にずらすということになりますと、４月ということで採用だ

とか、退職だとかという時期でもございますので、その推進体制が固まらないということも含
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めて４月１日を目指して進めてきたということで、今提案させていただいているということで

ございます。 

アイヌの課から室への変更でございます。先ほどと重複する部分もございますが、これはあ

くまでも施策自体は縮小するということではなくて、政策推進課というところに統合すること

によって、ここも部門でいうと総合政策部門に位置づけられるのです。そのことによってこれ

まで以上に町全体の政策にアイヌ政策を取り入れていくという考え方のもとで進めたいと考え

てございます。 

○議長（松田謙吾君） ほかに質疑はございませんか。 

 ６番、前田博之議員。 

○６番（前田博之君） 今までの議論と答弁を踏まえて何点か質問します。 

 まず、今回の答弁なり、議案説明にもありましたが、令和３年度以降も組織機構を変えると、

流動化すると答弁がありました。今、新たな組織が始まるのに、このような見通しの状況にお

いて理事者が発言したということは、８年間と言っていましたが、職員は腰を落ち着けて職務

を遂行できる状況にあるのでしょうか。これから新しい組織に魂を入れてやるといっているの

に、この先のことで組織が変わるという言い方をすると、もう一度言いますが本当に職員は腰

を落ち着けて職務ができるのかと、私は職員の立場を考えると疑問を感じます。 

 そこでまず一つ目として、人が組織を育てて、組織が人を育てるといわれています。これは

承知していると思います。その今回の組織機構の改革で職員力、組織力を高めて、答弁にもあ

りましたけれども、迅速かつ柔軟に対応できる新たな組織になっていただきたいと私も念じて

います。しかし組織ありきではないのです。最大の鍵は町長、理事者が町内を掌握し、職員を

同じ目標に向かわせることができるかどうかにかかっています。そこで今回、今日の議案も組

織ありますが、今回の組織運営に当たっての組織運営の決意をどう考えているのか伺います。 

 次に二つ目です。これは議案の中の質問であります。まず議案説明で機構改革により目指す

組織の理由については明記し説明がありましたが、その前提となる組織の現状と課題の内容に

ついては明記していません。これがあったからこそ今回の新しい組織になったと思いますが、

この現状と課題をどのように把握し整理をされているかということをまず伺います。 

 三つ目です。組織機構改革に当たっての基本の指標というのがあるのです。その一つである

職員定数の現状値と目標値がありません。これは課の定数と設置と職員定数は表裏一体になる

のです。なぜ職員数についての資料や説明がなされないのですか。ただ組織が変えるとか、こ

うだというのではなくて、ここが私は基本の一つの組織機構という指標だと思うのですが、な

ぜないのか。あれば明確に資料を提出し、説明をしてほしいと思います。 

 それと、今回新たな政策推進課の事務分掌の特命がありました。先ほど私丁寧に聞こうと思

ったのですが、現状の抱えている課題をやるのだと。そして事業部門を担うといいましたが、

そこで伺うのですが、現在の白老町の行政組織規則で企画の事務分掌の中に政策の特命事項の

推進に関することと規定されているのです。今あるのに、これを運用していれば、同僚議員で

やった答弁の部分がどうなのかと思いますけれども、なぜここにこうやって規定されているの

に、あえてこの重要、事務分掌で新たな顔をつくって政策の特命推進ということになったので
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すか。 

 その辺の整合性を伺います。 

○議長（松田謙吾君） 戸田町長。 

○町長（戸田安彦君） まず、決意というご質問であります。組織機構を改革する長としてお

話したいと思います。先ほどの答弁と重複するところもあるかもしれません。まず、白老町の

将来を見据えた中で、人口減少が進んできます。総合計画の中から行財政改革の中でも組織機

構は見直すというところの観点から、将来も見据えてこの組織はきちんとした形のピラミッド、

そしてスリム化をしていかなければならないというのは前田議員も多分同じ考えだと思いま

す。その中の手法として今回課を少なくするということと、先ほど企画とか、政策推進課とか

というお話をさせていただきました。何点か理由というか、考え方はあるのですが、大きな課

題、町立病院や庁舎の検討等々の大きな課題も現実的にはある中、そしてウポポイができたア

イヌ文化を中心とした政策等々の大きな白老町の課題もあります。今まではどちらかというと

ブレーキをずっと踏んできたような状況でまちづくりを進めてきましたが、これは財政健全化

プランが今年度で一旦区切りをついて、政策でさらにまちづくりを進めていくというところで

組織機構の中の改革をしたところでございます。また、将来、今の定員管理も含めて職員数も

必ず数年後に向けて、将来に向けてスリムになっていきますので、そういう大課制を見据えた

組織改革と考えております。先ほどの１番最初の質問に腰を据えてというお話でございます。

考え方はいろいろあると思っております。逆な話をすると、８年後までこの組織でいくといっ

たほうが柔軟な対応ができないというメリットとデメリットもあると思いますので、組織改革

でございますから、やはりそれは毎年検証しながら足りないところはきちんと補い、変えてい

くところは変えていくという組織にしたいと思っております。現在は副町長２人制ですが、例

えば１人制にして部制をつくるとかという、これからそういう話も考え方も出てくると思って

おります。職員がきちんと目標に向かって前を進むというのは、６次総合計画が上位計画であ

りますので、まず総合計画の目標に向かって、それぞれの課が、職員がきちんと意識を同じく

して進んでいけばいいと思っておりますので、それは今の改革には変わらず進めていきたいと

思っております。あとは、今回企画を２つに分けて、財政と政策推進課に分けたところが、こ

の組織改革という意味では大きな視点かと考えておりますが、企画と財政の話をすると、ここ

は庁舎内でもいろいろな議論があったというお話をしたのは、白老町だけではなくて、いろい

ろな市町村の例を参考にはさせていただきました。大きな市、まちは別として、やはり町村に

ついては財政と企画が統合というのですか、くっついて進んでいくという形が今の主流になっ

てきているという流れだと思っております。それはなぜかというと、やはり10年とか、20年前

に比べると、どこのまちも財政がまず一つは大変な状況であるということで、ここはきちんと

細かい話をすると、不用額も残さないで、まちづくりのためにきちんと予算を使っていこうと

いう意味では、企画と財政が一緒になって連携をして進めていくのは一つの考えだと思ってお

りますので、そういう考えで進めていきたいと思っております。前田議員おっしゃる腰を据え

てという部分には相反するかもしれませんが、それは臨機応変に考えて今後、１年、１年交代

するわけではなくて、数年をかけてきちんと考えて組織をつくっていきたいと思っております
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し、これから高齢化が進んだり、まちのインフラ整備等々の大きな問題もあります。ただ、そ

れだけだと財政がいずれ詰まってしまうと思いますので、ここはきちんとまちづくりの観点か

らも、そういう組織機構につくっていかなければならないということで、この組織機構が私も

100点だとは思っておりません。いかに100点に近づけるかというのが一つの課題だと思ってお

りますので、今回は組織機構改革の見直しということで進めさせていただきたいと考えており

ます。 

○議長（松田謙吾君） 高尾総務課長。 

○総務課長（高尾利弘君） まず、２点目の現状と課題でございます。説明会のときに基本的

な考え方というか、目指す方向のほうから説明させていただきまして、課題の部分については

押さえはあるのですが説明はせず申し訳ございませんでした。まず、組織の現状といたしまし

ては、先ほどもお話触れたのですが、こちら15年前と比較して大幅に職員数が減少している一

方で、課、室の数ですとか、グループの数、課長職の数は逆に増加しているというような組織

が肥大化している状況が見えるというのが、それとそのため１グループ当たりの職員数も減っ

ているというようなことで現状を踏まえてございます。その中で課題として捉えていますのが、

まずグループ員の減少によりまして業務量が変わらない中でということで、やはり職員一人当

たりの業務量が増加してきているというのが１点と、あと管理職も実務に追われる中でマネジ

メント業務が手薄になる傾向にあるというところが一つです。それと３点目は、全職員数に対

する管理職数の割合が増加しているということで、こちらは人件費ですとか、ラスパイレス指

数といった指数に影響が出てきているというところでございます。それと課、室間の情報の共

有ですとか、政策協議、あと連携というところが、例えば、課題が解決するに際しまして連携

が不足な部分があったりすることによって事業の後戻りが生じるとスピード感が不足をしてい

るというようなことで現状を課題として押さえているところでございます。それと職員定数の

説明でございますが、定員管理計画につきましては現在、案としてはもうできておりまして、

こちら行財政改革推進計画の成案化と同時に議会の皆さんにも説明の機会を設けさせたいと思

っているということろでございますが、ちょっとこの組織機構の見直しにあたりまして、課長

のほう等にも提示しているという部分については、令和２年度においては全正規職員が269名お

りますけれども、こちらについて今、計画では令和10年には248名ということで、今21名という

ことで、減らすという内容の計画を今立てているという案の状況になってございます。それと

事務分掌の関係でございますが、特命事項というところは、確かにこれまでもあった部分もご

ざいますけれども、こちらについては先ほど政策推進課という新たな部署を設置する中におい

て、先ほど内容も若干説明させていただきましたけれども、ほかに都市政策だとかということ

も、そちらは新設させていただいたのですが、そういった特命事項ということで、政策に特化

した、病院改築等の今喫緊に進めなければならない事務を表現するという意味合いで重要課題

に対する特命事項ということを政策推進課の事務分掌としていたところでございます。事務分

掌規則については、細かく整理して今回異動のあった部分については整理するとともに、今後

はまだ規則に定められている事務分掌自体が課によっていろいろ項目の大小にばらつきがあり

ますので、そちらについては今後いろいろ現課のほうと含めて検討を進めていきたいと考えて
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ございます。 

○議長（松田謙吾君） ６番、前田博之議員。 

○６番（前田博之君） 私が言っているのは、町長も副町長も政策形成の展開を充実したいと

言っています。私は今なぜ質問したかというと、この前の議案説明のときに言ったのです。こ

ういう大事なものを議会に一切協議、話をしていないですと。だから私は今日質問をしている

のです。なぜかといったら、やはり戸田町長が行政組織として町民のサービス、政策がどうで

きるかという重大な組織改革です。今日はその条例です。そうすれば、私が今２、３質問した、

こういうことはどうですか、今日は議案説明ありません、こういうのを政策立案の過程で整理

されて、本来は議会に提出をして、それを理解のもとに質疑されるのが筋だと思うのです。ま

ずここからスタートです。なぜ今言ったように、２点言った問題がなぜこの議案についてこな

いのですか。事前にこういうことですと、これだけの定員管理の中だからこういう組織になり

ますとか、あってしかりではないかと思うのですが。まずそこから欠けています。政策立案す

るために議会に対する資料。本当に皆さんいい組織になってほしいと思って質問しているので

す。私はそう思っています。管理職、ある程度整理をしてピラミッドにやって、一つの政策を

つめていくと。その先に内部の中でそれぞれ分担が責任を持ってやる。本当にいいと思ってい

ます。ただ、中身については多少議論あります。だから言うのです。そういう一歩として、や

はり政策立案を出して重大なことをやるということは、そういうことがまず前提になければ先

ほど言ったように町長の言う職員を同じ目標に向かわすことができますかということなので

す。分かりますよね。まずそこの１点です。 

 それでもう一つ伺います。具体的に伺っていきます。ということは、今まで企画にも特命事

項があったのです。だけど今までこれは機能していなかったから新たな組織でもつくったのだ

というような理解でよろしいということですね。それがどうこうというのではなくて。多分、

町長そうだと思うのです。その辺の整理の仕方をお聞きしておきます。 

 それで、今特命事項について答弁ありましたから分かりましたけれども、ちょっと私調べて

くると、よその自治体も町長言っていました。特命業務とは一定の段階までは知られたくない

といった、そういう施策的なものを特命事項というのです。うちはそうではなくて、今抱えて

いる懸案事項を政策推進課で整理するという考え方でよろしいということですね。それを踏ま

えてお聞きします。そうすると、これは職員のほうも非常に私は危惧していると思います。今

後の問題。なぜかといったら、今言ったように特命に管理をして、先ほど答弁ありました。私

は聞きました。職員も聞いていると思うのですが。今まちが行わなければならない政策を遂行

するのだと。これが特命事項ということですね。そうすると、従来の政策の多くは各課から出

てきていました。しかし４月以降は町長から各課に下げて、おりていくことになるのかどうか。

そうすると非常に各課が今後政策を出していくときどうしていくのだと。非常にその辺のすり

合わせは大変だと思います。そこで、この重要政策の形成にあたって、政策推進課はその政策

循環、ＰＤＣＡのどの場面で関わるのか。その懸案事項、特命事項は政策推進課自らＰＤＣＡ

のどこかであったか分かりませんけれども、とりかかって、そして全て事業を完結するまでに

政策推進課がいくのか。あるいは単に事務分掌で明らかになっている担当課、分かりますね。
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そこに言葉は悪いけれども、町長はこれをやってくださいと言って各課にまた丸投げしてしま

って、そうなるのか。これは非常に町長、副町長、先ほど同僚議員に答弁していますが、非常

にここは危険なラインなのです。大事になるのです。これはこの組織は浮上するか、沈下する

かどちらかです。そこで、その理事者と政策推進課の立ち位置はどのようになるのですか。こ

こは非常に大事です。ここは公の場できちんと整理をしておかないと、今後混乱します。まず

それだけ伺っておきます。 

○議長（松田謙吾君） 古俣副町長。 

○副町長（古俣博之君） まず、前段の議会に対しての説明のあり方について、資料等を含め

て十分な議員の皆様方に対して資料等が用意されていなかったということについては、私の立

場から大変申し訳ないということで一言入れたいと思います。今後、案件によりましては十分

ご理解をいただくための資料配布をしっかりしたいと思います。 

 それから特命のあり方についてですが、基本的には特命だから、今前田議員のほうから言わ

れたように、隠すということではないけれども、即座に表に出してみんなで議論するというよ

うな、そういう意味合いでは、言葉の意味からいけばそういう意味合いではなくて、ご指摘が

あったようなところはあるかと思います。ただ、それが秘密裏に例えば町長の意思のみで特命

になったりすることはあってはならないことだと私自身も、町長自身も、そこのところは理解

をしていると思います。そのところを押さえながら、政策推進課における特命の扱いについて

は、ただ、こういう事業が今あると、そうしたらこの課で、この課長のもとでやってもらわな

ければならないという、そういう丸投げ的な部分を全面的に立てたようなことではなくて、き

ちんと政策推進としての、要するにプランからアクションまでの部分を一定限通しながら事業

の遂行を図っていくと。その中には確かに政策推進課のみでできない部分というのはあるかと

思います。ほかの課と連携、共同をしなければならない事業ということはありますから、そこ

のところは連携を図りながら進めていかなければならないと考えております。ですからＰＤＣ

Ａのプランからアクションまでのところのどこに位置づけられていくのかというところは、そ

のときにケース・バイ・ケースによって、特にここのところは政策推進課入るだとか、または

ここの部分についてはほかの課と連携を図りながら進めていくだとか、そういう柔軟性も含め

て政策推進課が関わっていかなければならないと考えております。いずれにしろ、丸投げの政

策推進課がただ事業を考えてこれはやってくれと、そういう課ではなくて、一定限の完結まで

の見通しを持ちながら業務を進めていくと考えております。そういう立ち位置の中で、理事者

がどういう立ち位置を持って、そこのところをマネジメントしていくかというところは非常に

重要なところです。先ほどご心配いろいろあった中での企画財政課の部分もそうですが、やは

り理事者がどういう目線を持ちながら、もっと前に言えばまちの現状についてどう理事者が分

析をして、そしてそれに基づいてどういう政策を打っていかなければならないか、その辺のと

ころと同時に、一つの事業に対しての見通しをしっかりと持ちながら進めていかなければなら

ないと考えておりますので、理事者の今後の責任という部分においては、これまでが十分であ

ったかというのはいろいろ評価のところはあるかと思いますが、これまで以上にしっかりとし

た見通しを持って各課に対しての指示、指導、命令をかけていかなければならないと考えてお
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ります。 

○議長（松田謙吾君） ６番、前田博之議員。 

○６番（前田博之君） 今の答弁で時間があまりないから議論したい部分があるけれども、そ

れは思いとして受け止めておきます。ただ一つ、これは釈迦の説法ではないのですが、政策と

は何か。施策とは何か。そして事業とは何か。そうですね。事業だけ言わせてもらいますが、

事業とは施策を実現するための具体的な取り組み手段であると。この言った三つを町長、ある

いは担当は別にしても、担当は従来やってきているのですから、政策推進課がこれをきちんと

政策、施策、事業を理解してやらないと、副町長は多少懸念されるけれど大丈夫だと言ってい

るけれども、これは瓦解する可能性が多分にあるのです。そしてこの課は、職員から信頼され

ない課になる可能性が十分にあります。そこを本当に町長が先ほど言ったどういう目標で組織

を引っ張っていくか大事なのです。これだけ申し上げておきます。今後、私も見ていきたいと

思います。それで質問に入ります。先ほども同僚からの質問ありましたけれども、企画財政の

関係、確かに事業調整に関しては一歩譲っても、いい意味でブレーキとアクセルの部分が、そ

のときの職員の能力によります。だめな職員になってくればブレーキもアクセルも効かなくな

ります。そこのチェックはきちんとしないと、これは理事者が、そこにいった課長がきちんと

しないとだめになります。これももう一度聞いておきます。それで、ここでいう事業調整に関

することはいいのですが、基本構想で総合計画に関する事項まで企画財政課に入っているので

す。私も調べてきたら、ある程度の規模のところは政策推進課のほうに入っているところが多

分に多いのです。３万人前後の市、町だったら。何を言いたいかといったら、私はこの部分が

不可解なのです。ということは、第６次総合計画と、重要政策課題の整合性なのです。総合計

画はまちづくりの羅針盤といっています。役割を担うと。ということは、最重要な計画となっ

ているのです。ではなぜ基本構想に関する事項を政策推進課が担わないで、企画財政課にいく

のだろうか。私もずっと見てきたら、第６次総合計画の重点プロジェクトは町長知っています

か、二つあるのです。一つは人口減少抑制、もう一つは地域経済活性化を掲げています。これ

こそが町長が目標とする重要政策課題ではありませんか。そうすると、今までの答弁を受ける

と、政策推進課の範疇になってくるし、これはこの課の使命なのです。特命だということです

から。なぜここの基本構想で総合計画が財政企画課にいってしまったのですか。アクセルとブ

レーキを踏むような課に。本来違うでしょう。１番上の上位の計画です。同僚議員も前回代表

質問をしていました。そういうものがなぜ政策推進課が抜けるのですか。もし、今日はまだ審

議していますから、できるのであればしろとは言いません。もう１回、町長、事務分掌の再考

をすべきではないですか。ここに入れるべきです。そうでないと最重要の特命の課になります

か。そこから調整してこれはこうだとやるのでしょう。思いつきでいかないのですよね。そう

いうことです。 

 最後に言っておきます。これは職員も多分考えていると思うのですが。多分、町長の専決で

政策推進課が新設されたと私は思います。議論もあったと思います。先ほども言いましたが、

そうするとトップが方向性を正しく示せるかが組織の活性化と、私は何回も言っていますが、

職員のマインドに大きく影響します。何回も言いますけれども、職員もこれは危惧していると
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思います。そこで、ここなのです。重要政策課題の特命とうたっているけれども、先ほども言

いましたが従来は政策領域を担ってきた各課の自主性の発揮と責任の明確化、政策形成過程の

透明性の確保はどのように図れますか。これはきちんと新しくできる政策推進課と従来の課の

線引きをきちんとしておかなければ、私が今言ったような部分になってくるのです。 

 それでもう一つ、これで終わります。そうすると今の問題を解決しないと、職員の今度は政

策管理や政策能力にマイナスの面が働いて、大きな影響を及ぼしかねません。特に組織全体の

意識高揚、公務能率向上が懸念されますが、ぜひいい組織にするために今言った３点ほど個々

に答弁お願いしますが、これらをきちんと間違いなく整理をして職員のモチベーションを上げ

る組織にしてほしいと思いますがいかがでしょうか。 

○議長（松田謙吾君） 古俣副町長。 

○副町長（古俣博之君） まず一つ目、政策、施策、そして事業という捉え方については、こ

れは私も前田議員と同じく非常に押さえ方、十分しっかり捉えなければならないと思っていま

す。これはやはり戦略と戦術とよく使いますけれども、それと同じ取り方が十分押さえて政策

形成を図っていかなければ事業になったときの内容的な部分が大きく違うということがありま

すので、十分そのところは今後学習会も含めて再度職員のほうには話をしていきたいと思って

います。 

 それから特命のあり方については、私も今改めてご指摘いただいて、先ほどもお話したので

すが、特命のあり方そのものについてはいろいろ押さえておりましたけれども、そこの事務分

掌の辺りの整理の仕方については、もう一度しっかりと見直すところは見直しをして、議会の

皆様方も、それからもちろん職員のほうもしっかりと分かるような形で整理を図りたいと思い

ます。 

 それから政策の透明化に関わってのあり方ですが、決して政策推進課のみが政策をつくり出

すというところではなくて、やはりそれぞれの課が持っている業務内容に関わる政策といいま

すか、施策、そして業務、そこはそれぞれの課においての責任が十分持ってまちづくりに関与

していかなければ、やはり全体的な役場といいますか、組織としての全体的な機能が果たせら

れないだろうと思っております。その中での管理のあり方です。それぞれがそれぞれの課の政

策づくりがなされるときの職員の、課長を含めての管理能力がどういうふうにして発揮されて

いかなければならないかというのは、これは非常に重要な組織としては課題だと捉えておりま

す。ですから、先ほども申し上げましたように、今まで以上に逆に町長を筆頭にした理事者の

状況の見方、それから目線の置き方、そして事業過程をつくり出すときの指示、指導、命令の

在り方が非常に強く問われるだろうという認識、そしてその問われるだろうということではな

くて、しっかりとそれに対応できるようなリーダーとしての資質、能力の開発をこれからもし

っかりと進めていかなければならないと考えます。 

○議長（松田謙吾君） ６番、前田博之議員。 

○６番（前田博之君） 私の言った部分も含めて検討すると言いましたので、ぜひよりよい政

策ができ、町民に還元できるような組織にしてほしい。もう一つだけ、今、明確に答弁もらえ

たので、事務分掌を見直すと言ったけれども、この第６次総合計画と重要性課題における新し
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い課の在り方の部分の事務分掌はもう１回検討するということでよろしいですね。 

○議長（松田謙吾君） 古俣副町長。 

○副町長（古俣博之君） 指摘になった部分について、細かくの部分については、正直なとこ

ろ、指摘をただ無下に違うというわけには私自身は捉えておりますので、結局は最終的には私

たちが捉えたのと同じくなるかもしれませんけれども、そこのところの検討はもう１回させて

もらいます。 

○議長（松田謙吾君） ８番、大渕紀夫議員。 

○８番（大渕紀夫君） ８番、大渕です。すぐ終わります。今までの議論を聞いてきました。

細かいことはもう結構です。今、二元代表制ですから、町が組織機構を改編するということは、

町がもっとも運営しやすい形を考えると、これは私は当たり前なことだと思っております。あ

る意味、専権事項でもあります。ですから、そういう視点の上に立って、この計画は少なくと

も私は職員が積み上げてきた中身の集大成だと思っています。そういう形での今の現状だと私

は理解しています。それはなぜか。今まで三つの課題でやるといったことを組織は長く延ばす

といったわけだから、私はそう理解しているという意味です。今１番問われているのは何かと

いったら、私は部長制も理事制もひかないとおっしゃっていました。今１番問われているのは、

理事者のリーダーシップなのです。ここが全てです。組織が細かいことではないのです。何を

言いたいかといったら、なぜ議会で政策が問題になるのかということなのです。何度も何度も

皆さん言うでしょう。どうしてか。それは細かなことではなくて、我々が心配しているのは何

かといったら、町の中できちんと議論が組織され、全体として意思が統一され、それが集約さ

れて議会に示されているかどうかということなのです。ここがきちんといかないと私はだめだ

と思います。ですから、何を言いたいかといったら、組織指導をするのであれば、そこを重視

するのであれば、例えば担当理事者が、部長制をひいていないのだから、きちんと意見を集約

する。何の意見を集約するのか。課内の意見、下からの積み上げられた意見を含めた議論をき

ちんと組織し、必要があればその議論を理事者が直接聞いて、そこを組織して政策化するとい

うことなのです。今１番政策で欠けているのはテクニックでも何でもないのです。議員の皆さ

ん、職員力があると言うでしょう。何か。力があるのです。引き出されていないということな

のです。ですから、担当理事者がきちんとそれぞれいるわけです。そこが、課内の意見をどう

やって集約するかということ、そこのリーダーシップが問われているのです。今の政策課題で

いえば。本当にそこを町長含めて分かっていらっしゃるかどうか。組織に魂を入れる。こちゃ

こちゃいじってもうまくはいかないのです。そういうことでは全然ないのです。レベルが違う

話しなのです。問題はそこに魂を入れるのは理事者の力量と政治家としての力量です。そこが

職員の皆さんと理事者が違うところなのです。本当にそういう視点で担当理事者の課の人たち

は課内できちんと集約していますか。私はそこが本当に、この場にきて検討する、考える、改

める、この場にきて言うというのは何か。きちんと中できちんと議論されていないということ

です。実際現れているでしょう。検討するということはもっとやり直すということです。違う

でしょう。出してくる時。そういう理事者がきちんと時間内でも時間外でも、少なくても幹部

をきちんと集め、職員の意見をきちんと集約して聞き、その意見が全部とは言わないけれども、
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そういうことが反映されるような組織をつくらないと、私は細かなことでいくら議論してもだ

めだと思うのです。そこが理事者のリーダーシップが１番問われているのはそこなのです。本

当にそこを私は理解してほしいのです。そういう組織にしないと、部がないのだから。部があ

れば部長が責任持つかもしれないです。意見集約されますから。だけど違うのですから。そこ

ら辺、本当に考えてほしいと思うのですが、見解だけ伺います。 

○議長（松田謙吾君） 古俣副町長。 

○副町長（古俣博之君） 大渕議員のほうからご指摘いただいたように、物事のよしあしは組

織としての中での物事のよしあしというのは、やはりリーダーがどれだけの資質能力を持って

組織をマネジメントしているかという、そこにかかっていることは事実だと思います。それは

私自身も町長も含めてしっかりと捉えているつもりでありますし、今後もそこのところを、今

足りない不足している部分について、十分補う努力をしっかりとしながら、ご指摘された職員

の意見の集約、そして議論の在り方、そしてそれを政策として形成していく、その在り方につ

いてしっかりと肝に銘じて、今後理事者の一人として関わっていきたいと考えています。 

○議長（松田謙吾君） ８番、大渕紀夫議員。 

○８番（大渕紀夫君） ８番、大渕です。検討も何もしなくていいです。ただ、きちんと形に

現れるようにしてください。理事者が、少なくても課長や、その下で働いている人たちの意見

が集約される仕組みをつくる。これは検討も何もしなくていいです。だけど、それはやらなけ

ればいけないのです。だから、そこはきちんとやってほしいのです。それだけです。 

○議長（松田謙吾君） 古俣副町長。 

○副町長（古俣博之君） そのことについては、これまでも経営調整会議、それから経営会議

というようなことでやってきた部分が実際にはあります。しかしながら今の部分での大渕議員

の指摘からいえば、そこの中での在り方も含めて、なかなかそういう形には、というか実りと

してなっていないというところの指摘かと思います。そこのところは今後、今回出されている

一つの部門ごとの議論の場がありますので、そこのところを十分使いながら、今言った仕組み

というような形に形成を図ってまいりたいと考えます。 

○議長（松田謙吾君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松田謙吾君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松田謙吾君） 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 議案第29号 白老町課設置条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 
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○議長（松田謙吾君） 反対、４番、貮又聖規議員。賛成12、反対１。 

 よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎発議第１号 白老町議会委員会条例の一部を改正する条例の 

           制定について 

○議長（松田謙吾君） 日程第８、発議第１号 白老町議会委員会条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題に供します。 

 提案の説明を求めます。 

 議会運営委員会小西秀延委員長。 

〔議会運営委員会委員長 小西秀延君登壇〕 

○議会運営委員会委員長（小西秀延君） 発議第１号 白老町議会委員会条例の一部を改正す

る条例の制定について。 

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法（昭和22年法律第67号）第109条第６項及び白老町議

会会議規則（平成20年議会規則第２号）第８条第３項の規定により提出します。 

 発議１－２をお開きください。白老町議会委員会条例の一部を改正する条例。 

 白老町議会委員会条例（平成20年条例第50号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１号アを次のように改める。 

 ア 総務課、企画財政課、政策推進課、税務課及び生活環境課の所管に関する事項。 

 第２条第２号アを次のように改める。 

 ア 町民課、健康福祉課、子育て支援課、高齢者介護課、産業経済課、建設課及び上下水道

課の所管に関する事項。 

 附則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 発議１－３をお開きください。議案説明であります。行政の組織機構の見直しによる「白老

町課設置条例」の一部改正に伴い、総務文教常任委員会及び産業厚生常任委員会の所管を変更

するため、本条例の一部を改正するものである。 

 新旧対照表は、下記のとおりであります。 

 以上、よろしくご審議いただき、ご賛同賜りますようお願い申し上げ、説明を終わらせてい

ただきます。 

○議長（松田謙吾君） 提案の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑があります方はどうぞ。 

〔なし〕と呼ぶ者あり〕 

○議長（松田謙吾君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（松田謙吾君） 討論なしと認めます。 
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 これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

 発議第１号 白老町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり決

定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（松田謙吾君） 全員賛成。 

 よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

                                         

    ◎散会の宣告 

○議長（松田謙吾君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 議長より念のため申し述べておきます。明日、３月24日から６月30日までの間は、休会とな

っていますのでご承知願います。 

 本日は、これをもって散会いたします。 

                              （午後 ０時１８分） 
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